
 

 

 

意見招請説明書 

 

 

 

事務手続・事務処理のデジタル化の実現 

に向けたシステム基盤の設計開発業務 

 

 

 

 

 

令和８年１月２７日 

 

独立行政法人 農業者年金基金 
 



１．所属する部局の名称及び所在地 

 (1) 所属する部局 独立行政法人農業者年金基金総務部経理課 

 (2) 所在地    〒160-8504 東京都新宿区四谷 3-2-1 フロントプレイス四谷３階 

 

   ◎調達機関番号  578 

   ◎所在地番号    13 

 

２．意見招請に付する事項 

 (1) 品目分類番号 

71、27 

 (2) 購入等件名及び数量 

事務手続・事務処理のデジタル化の実現に向けたシステム基盤の設計開発業務 一式 

 

３．仕様書案の交付方法、意見の提出場所及び問い合わせ先 

 (1) 仕様書案の交付方法 

    当基金のホームページからダウンロードすること。 

https://www.nounen.go.jp/soshiki/chotatsu/ 

 

 (2) 意見の提出場所及び問い合わせ先 

   〒160-8504 東京都新宿区四谷 3-2-1 フロントプレイス四谷３階 

         独立行政法人農業者年金基金総務部経理課 

         電話番号   03-5919-0334 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   sai-fu989@nounen.go.jp 

 

４．仕様書案の説明会の日時及び場所 

令和８年２月１２日（木）14 時 00 分 

独立行政法人農業者年金基金 会議室 

出席を希望する者は、説明会の開催日時までに上記３．(2)の場所へ連絡すること。 

 

５．意見の提出期限 

  令和８年２月１９日（木）17 時 00 分 

上記期限までに必着のこと。 

 

６．意見の提出方法等 

(1) 意見の提出方法 

本件仕様書案に関する意見については、意見提出票に記載の上、上記５.の提出期限

までに、上記３．(2)に記載の場所へ電子メール等により提出すること（提出後、提出

した旨を口頭連絡すること。）。 

(2) 仕様書案に関する意見については、提出期限までの間に複数回提出することも可能と



する。 

 

７．その他 

(1) 書類等の作成に要する一切の費用は、提出者の負担とする。 

(2) 契約担当役等は、提出された書類を当該審査の実施以外に、提出者に無断で使用する 

ことはない。 

(3) 一旦受領した書類は返却しない。 

(4) 提出を受けた意見により、仕様書案の改善が必要であると認め、仕様書案を変更する

場合には、全ての提出者に対して変更の内容を通知する。 

(5)  仕様書案１４「(2) 入札公告期間中の資料閲覧等」に記載の資料の閲覧を求める場

合には、事前に上記３．(2)の問い合わせ先に連絡し、閲覧日時のアポイントメントを

取ること。閲覧日当日までに、守秘義務に関する誓約書を提出すること。 

 


